
7 2020（令和2年）

国　税／ 6月分源泉所得税の納付 7月10日
国　税／ 納期の特例を受けた源泉所得税（1月～6月

分）の納付 7月10日
国　税／ 所得税予定納税額の減額承認申請 7月15日
国　税／ 所得税予定納税額第1期分の納付 7月31日
国　税／ 5月決算法人の確定申告（法人税・消費税

等）、11月決算法人の中間申告 7月31日
国　税／ 8月、11月、2月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合） 7月31日
地方税／ 固定資産税（都市計画税）第2期分の納付

 市町村の条例で定める日
労　務／ 社会保険の報酬月額算定基礎届 7月10日
労　務／ 労働保険料（概算・確定）申告書の提出・（全

期・１期分）の納付 7月10日
労　務／ 障害者・高齢者雇用状況報告 7月15日
労　務／ 労働者死傷病報告（4月～6月分） 7月31日

　中小企業者等が取得価額 30万円未満の減価
償却資産を導入した場合に合計 300 万円を限
度に全額損金算入できる特例について、令和
2年度税制改正では、設備投資を促進するた
め適用期限が 2年延長されました。一方、連
結納税適用事業者と従業員 500 人超の法人は
適用対象から除かれています。

ワンポイント 少額減価償却資産の特例の延長

7 月 の 税 務 と 労 務7月 （文月）JULY

23日・海の日　24日・スポーツの日
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皆
様
の
会
社
で
は
、
与
信
管
理
を

き
っ
ち
り
と
行
っ
て
お
ら
れ
る
で
し

ょ
う
か
。
利
益
や
売
上
拡
大
路
線
ば

か
り
に
目
が
と
ら
わ
れ
て
、
そ
の
あ

た
り
を
疎
か
に
し
て
い
る
と
大
変
な

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
与
信
管
理
と
は
簡
単
に
言
え
ば

「
こ
の
会
社
と
取
引
し
て
も
大
丈
夫

か
ど
う
か
？
」
と
い
う
こ
と
に
加

え
、「
こ
の
会
社
と
は
ど
の
程
度
の

規
模
ま
で
取
引
額
を
増
や
し
て
も
大

丈
夫
（
い
わ
ゆ
る
焦
げ
付
か
な
い
）

か
？
」
と
い
う
判
断
を
取
引
先
ご
と

に
設
定
し
、
定
期
的
に
見
直
す
こ
と

を
い
い
ま
す
。

　
ま
ず
は
、
な
ぜ
与
信
管
理
が
必
要

と
さ
れ
る
の
か
そ
の
理
由
を
確
認
し

て
お
き
ま
し
ょ
う
。

１
　
本
当
の
意
味
の「
利
益
を
守
る
」

　
帳
簿
上
は
い
っ
た
ん
売
上
や
利
益

を
計
上
で
き
た
と
し
て
も
、
取
引
先

が
破
綻
す
る
な
ど
の
理
由
で
、
商
品

の
売
上
代
金
が
回
収
で
き
な
い
こ
と

に
な
れ
ば
、
結
果
と
し
て
本
当
の
意

味
で
企
業
は
利
益
を
生
み
出
し
て
い

ま
せ
ん
。
与
信
管
理
を
き
っ
ち
り
行

わ
な
い
と
、
い
っ
た
ん
帳
簿
上
に
利

益
を
計
上
し
て
も
、
将
来
的
に
は
本

当
の
利
益
を
損
な
う
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。

　
日
本
で
は
、
一
般
的
に
、
企
業
が

商
品
や
サ
ー
ビ
ス
等
を
提
供
す
る

際
、
手
付
金
や
前
受
金
等
と
し
て
先

に
現
金
を
受
け
取
り
ま
せ
ん
。
取
引

先
を
信
用
し
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
先

に
提
供
し
た
う
え
で
売
掛
金
と
し
て

処
理
し
ま
す
。

　
そ
し
て
締
め
日
と
支
払
日
を
お
互

い
で
決
め
て
支
払
っ
て
も
ら
う
商
慣

習
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
確
実
に
代
金
を
支
払
っ

て
も
ら
え
る
保
証
は
な
く
、
ま
た
手

形
取
引
も
あ
り
、
資
金
化
に
非
常
に

時
間
が
か
か
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
そ
し
て
、
も
し
回
収
で
き

な
い
場
合
や
手
形
が
不
渡
り
に
な
っ

た
場
合
に
は
、
結
果
的
に
大
き
な
損

失
を
計
上
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
利
益
の
損
失
を
回
避
す
る
た
め
に

与
信
管
理
は
、
必
要
不
可
欠
な
も
の

な
の
で
す
。

２
　
資
金
繰
り
の
計
画
が
狂
う

　
企
業
で
は
、
毎
月
の
売
掛
金
の
入

金
予
定
か
ら
仕
入
や
給
与
な
ど
経
費

の
支
払
予
定
を
計
画
し
て
い
る
か
と

思
い
ま
す
。
与
信
管
理
が
で
き
て
お

ら
ず
、
取
引
先
か
ら
の
売
掛
金
の
入

金
が
遅
延
し
回
収
で
き
な
く
な
れ

ば
、
自
社
の
資
金
繰
り
に
狂
い
が
生

じ
、
支
払
予
定
の
仕
入
代
金
や
給
与

等
の
支
払
い
が
で
き
な
く
な
り
ま

す
。
不
足
し
た
資
金
は
金
融
機
関
や

経
営
者
の
個
人
資
産
な
ど
か
ら
調
達

す
る
必
要
が
生
じ
た
り
、
支
払
い
を

遅
ら
せ
る
必
要
が
生
じ
ま
す
。

　
も
し
、
金
額
が
あ
ま
り
に
も
大
き

い
場
合
に
は
連
鎖
倒
産
を
し
て
し
ま

う
可
能
性
す
ら
あ
り
ま
す
。

３
　
信
用
度
の
低
下

　
与
信
管
理
を
し
て
い
な
い
こ
と

で
、
取
引
先
企
業
の
管
理
が
で
き
な

い
企
業
と
み
な
さ
れ
、
逆
に
自
社
の

対
外
的
な
信
用
度
が
低
下
し
、
信
用

が
落
ち
て
し
ま
い
ま
す
。
信
用
が
な

く
な
る
と
、
逆
に
自
社
の
与
信
限
度

額
が
減
っ
て
し
ま
い
、
必
要
な
仕
入

が
思
っ
た
よ
う
に
で
き
な
く
な
っ
た

り
、
金
融
機
関
か
ら
の
借
入
可
能
額

な
ど
が
減
っ
て
し
ま
う
可
能
性
も
あ

その取引は　　
本当に大丈夫？

与信管理

Ⅰ
　
与
信
管
理
は
な
ぜ
必
要
か
？
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り
ま
す
。

　
優
良
な
企
業
と
し
て
成
長
を
し
続

け
る
た
め
に
は
、
与
信
管
理
を
し
っ

か
り
と
行
い
、
信
用
の
お
け
る
企
業

と
の
継
続
的
な
取
引
を
行
え
る
体
制

を
築
い
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

 

ス
テ
ッ
プ
２ 

〈
取
引
の
可
否
判
断
〉

　
ス
テ
ッ
プ
１
の
分
析
を
も
と
に
、

取
引
先
が
信
用
で
き
る
会
社
か
ど
う

か
取
引
を
し
て
も
よ
い
か
を
判
断
し

て
い
き
ま
す
。
取
引
先
の
現
状
の
支

払
能
力
や
将
来
性
と
い
っ
た
項
目
等

に
重
点
を
置
き
判
断
を
行
っ
て
い
く

必
要
性
が
あ
り
ま
す
。
自
社
の
基
準

を
設
け
、
ル
ー
ル
化
し
て
お
く
と
よ

い
で
し
ょ
う
。

　
倒
産
し
た
場
合
の
リ
ス
ク
等
も
考

慮
し
、
支
払
日
な
ど
の
取
引
条
件
を

設
定
し
、
取
引
が
可
能
で
あ
れ
ば
基

本
契
約
書
を
作
成
し
ま
す
。

 

ス
テ
ッ
プ
３ 

〈
与
信
限
度
額
の
設
定
〉

　
与
信
限
度
額
と
は
取
引
先
ご
と

に
、
取
引
金
額
ま
た
は
売
掛
金
の
上

限
金
額
を
設
定
す
る
こ
と
で
す
。
リ

ス
ク
が
過
剰
に
な
ら
な
い
よ
う
に
設

定
し
ま
す
。
取
引
期
間
に
つ
い
て
も

設
定
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

　
基
本
的
に
は
営
業
部
門
か
ら
与
信

限
度
額
、
取
引
条
件
を
申
請
し
、
社

内
権
限
規
程
に
基
づ
き
決
裁
者
に
よ

り
取
引
可
否
を
含
め
た
決
裁
を
行
い

ま
す
。

　
与
信
枠
の
設
定
方
法
は
一
般
的
に

下
記
の
二
通
り
が
あ
り
ま
す
。

　
与
信
管
理
を
行
う
に
は
以
下
の
手

順
で
行
い
ま
す
。

 

ス
テ
ッ
プ
１ 

〈
取
引
先
へ
の
信
用
調
査
〉

　
ま
ず
は
取
引
先
に
つ
い
て
集
め
ら

れ
る
だ
け
の
情
報
を
集
め
、
信
用
で

き
る
取
引
先
で
あ
る
か
を
調
査
し
ま

す
。
例
え
ば
、
取
引
先
を
訪
ね
た
際

に
、
社
内
の
状
況
や
取
引
担
当
者
、

経
営
者
が
ど
ん
な
感
じ
で
あ
っ
た
か

を
確
認
し
な
が
ら
財
務
諸
表
な
ど
を

入
手
し
、
基
本
中
の
基
本
で
す
が
、

登
記
簿
謄
本
な
ど
で
実
在
す
る
会
社

か
ど
う
か
、
役
員
の
構
成
な
ど
も
含

め
て
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
も
重
要

で
す
。
集
め
た
情
報
を
分
析
し
て
取

引
先
の
信
用
力
を
評
価
し
、
取
引
す

る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
か
ど
う
か
を
評

価
し
ま
す
。
評
価
に
は
、
一
般
的
に

は
以
下
の
分
析
を
用
い
ま
す
。 

⑴
　
定
量
分
析

　
　
貸
借
対
照
表
や
損
益
計
算
書
と

い
っ
た
財
務
諸
表
か
ら
数
値
の
分

析
を
す
る
。

⑵
　
定
性
分
析

　
　
経
営
者
の
資
質
や
得
意
分
野
な

ど
数
値
で
は
表
せ
な
い
特
徴
を
分

析
す
る
。

⑶
　
商
流
分
析

　
　
商
売
形
態
、
決
済
条
件
、
仕
入

先
や
販
売
先
の
先
に
あ
る
エ
ン
ド

ユ
ー
ザ
ー
な
ど
の
商
売
全
体
の
流

れ
を
分
析
す
る
。

　
自
社
で
行
う
の
が
第
一
で
す
が
、

効
率
も
優
先
し
た
い
場
合
は
、
依
頼

費
用
は
か
か
り
ま
す
が
企
業
の
情
報

が
集
め
ら
れ
る
サ
ー
ビ
ス
や
信
用
調

査
会
社
を
活
用
し
ま
し
ょ
う
。
調
査

に
か
か
る
膨
大
な
時
間
が
削
減
可
能

で
す
。

　
調
査
会
社
に
依
頼
す
る
と
、
客
観

的
な
判
断
を
し
て
も
ら
え
る
の
で
調

査
漏
れ
な
ど
も
防
止
で
き
ま
す
。
代

表
的
な
信
用
調
査
会
社
と
し
て
は
、

「
東
京
商
工
リ
サ
ー
チ
」、「
帝
国
デ

ー
タ
バ
ン
ク
」、「
リ
ス
ク
モ
ン
ス
タ

ー
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

⑴
　
自
社
の
財
務
状
況
か
ら
純
資
産

や
売
掛
債
権
残
高
を
基
に
設
定
す

る
方
法

⑵
　
取
引
先
の
財
務
状
況
を
確
認

し
、
純
資
産
や
仕
入
債
権
残
高
を

基
に
設
定
す
る
方
法

　
与
信
限
度
額
の
設
定
は
取
引
の
開

始
時
の
み
で
は
な
く
、
定
期
的
に
見

直
し
を
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

 

ス
テ
ッ
プ
４ 

〈
締
め
日
や
月
末
時
点
の
売
上
債

権
残
高
と
与
信
限
度
額
の
比
較
〉

　
定
期
的
に
売
上
債
権
残
高
と
与
信

限
度
額
の
比
較
を
必
ず
行
い
ま
し
ょ

う
。
比
較
す
る
際
の
基
準
と
し
て
、

①
売
掛
債
権
の
入
金
が
遅
れ
て
い
な

い
か
、
②
取
引
金
額
の
増
額
が
な
さ

れ
て
い
な
い
か
、
③
同
業
他
社
へ
の

支
払
い
な
ど
で
遅
延
が
生
じ
た
り
、

信
用
力
が
低
下
し
て
い
な
い
か
。

　
売
上
債
権
残
高
と
与
信
限
度
額
の

比
較
を
定
期
的
に
行
っ
た
上
で
、
定

期
的
に
必
ず
適
正
な
与
信
枠
の
見
直

し
を
実
施
し
ま
す
。
取
引
が
大
き
い

先
で
は
決
算
情
報
も
常
に
更
新
し
て

い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
財
務
状
況

の
悪
化
や
、
決
済
や
取
引
の
条
件
が

守
ら
れ
て
い
る
か
な
ど
を
常
に
チ
ェ

ッ
ク
し
ま
し
ょ
う
。

Ⅱ
　
与
信
管
理
の
手
順
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民
法
改
正
に
よ
り
、
配
偶
者
居
住

権
が
令
和
二
年
四
月
一
日
以
降
の
相

続
か
ら
適
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
相
続
制
度
に
大
き
な
影
響
を
与
え

る
制
度
で
す
の
で
、
以
下
ポ
イ
ン
ト

を
Q
＆
A
方
式
で
整
理
し
て
み
ま
す
。

Q
１
　
配
偶
者
居
住
権
は
な
ぜ

創
設
さ
れ
た
の
で
す
か
？

A
　
一
つ
は
、
夫
婦
の
一
方
が
死

亡
し
た
と
き
に
、
残
さ
れ
た
配

偶
者
が
住
み
慣
れ
た
住
居
で
生
活
を

続
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
で
す
。

　
二
つ
目
の
理
由
と
し
て
は
、
老
後

の
生
活
資
金
を
確
保
す
る
た
め
で

す
。
遺
産
の
分
け
方
は
、
被
相
続
人

の
配
偶
者
と
子
が
相
続
人
の
場
合
、

自
由
に
決
め
ら
れ
ま
す
が
、
合
意
で

き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
法
定
相
続

分
で
遺
産
を
分
け
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　
し
た
が
っ
て
自
宅
の
評
価
額
が
高

い
場
合
、
配
偶
者
が
自
宅
を
相
続
す

る
と
、
金
融
資
産
の
相
続
が
乏
し
く

な
り
、
今
後
の
生
活
に
支
障
が
で
る

恐
れ
が
あ
る
た
め
、
居
住
権
を
低
く

評
価
す
る
仕
組
み
が
作
ら
れ
ま
し

た
。Q

２
　
配
偶
者
居
住
権
は
ど
の

よ
う
な
制
度
で
す
か
？

A
　
今
回
創
設
さ
れ
た
配
偶
者

居
住
権
に
は
、
次
の
二
つ
が
あ

り
ま
す
。

⑴

　配
偶
者
短
期
居
住
権

　
従
来
は
、
相
続
が
発
生
し
た
場
合

に
遺
言
等
が
残
さ
れ
て
い
な
け
れ

ば
、
遺
産
分
割
が
完
了
す
る
ま
で

は
、
不
動
産
等
の
す
べ
て
の
相
続
財

産
は
相
続
人
全
員
の
共
有
で
し
た
。

　
今
回
の
改
正
に
よ
り
、ま
ず
は「
配

偶
者
短
期
居
住
権
」
が
適
用
さ
れ
ま

す
。
こ
れ
は
、
被
相
続
人
の
所
有
し

て
い
た
建
物
に
無
償
で
居
住
し
て
い

た
配
偶
者
が
、
遺
産
分
割
完
了
ま
で

の
間
（
最
低
六
カ
月
間
）
引
き
続
い

て
そ
の
建
物
を
無
償
使
用
で
き
る
権

利
で
す
。

⑵

　配
偶
者
の
終
身
等
の
居
住
権

　
配
偶
者
以
外
の
相
続
人
が
相
続
に

よ
り
配
偶
者
の
居
住
し
て
い
た
建
物

を
取
得
し
た
場
合
に
、
配
偶
者
に
終

身
又
は
一
定
期
間
、
そ
の
建
物
の
使

用
を
認
め
る
「
配
偶
者
居
住
権
」
も

創
設
さ
れ
、
登
記
も
可
能
で
す
。

　
建
物
に
つ
い
て
の
権
利
を
、
配
偶

者
居
住
権
と
負
担
付
所
有
権
に
分
け

る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
権
利

の
価
値
が
低
く
な
り
ま
す
。

　
そ
し
て
、
配
偶
者
が
配
偶
者
居
住

権
の
み
を
取
得
す
る
こ
と
で
、
相
続

財
産
に
占
め
る
居
住
用
財
産
の
割
合

が
抑
え
ら
れ
、
預
貯
金
等
の
財
産
を

受
け
取
り
や
す
く
な
り
、
老
後
の
生

活
の
安
定
に
役
立
ち
ま
す
（
図
表
参

照
）。

Q
３
　
配
偶
者
居
住
権
は
登
記

し
た
方
が
良
い
で
す
か
？

A
　
た
と
え
、
遺
産
分
割
協
議
書

で
配
偶
者
居
住
権
を
相
続
す
る

こ
と
が
決
ま
っ
て
い
て
も
、
新
し
い

所
有
者
が
第
三
者
に
売
却
し
て
し
ま

う
と
対
抗
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
配
偶

者
居
住
権
の
登
記
は
必
ず
、
早
め
に

す
べ
き
で
す
。

　
な
お
、
配
偶
者
居
住
権
の
登
記
に

係
る
登
録
免
許
税
は
、
建
物
の
固
定

資
産
税
評
価
額
の
一
〇
〇
〇
分
の
二

で
す
。

子の
取得分

泫　相続時における実際の評価については、建物の耐用年数・築年数・
配偶者の年齢等により算定します。この図の金額はあくまでもイメー
ジです。

※第三者への売却
　等はできない

自宅建物
5,000 万円

配偶者
居住権
1,500 万円

負担付
所有権
3,500 万円

図表　配偶者居住権のイメージ
配偶者の
取得分

配
偶
者
居
住
権
を

理
解
す
る
Q
＆
A
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Q
４
　
配
偶
者
居
住
権
は
ど
の

よ
う
に
取
得
す
る
の
で
す

か
？A

　
被
相
続
人
の
遺
言
書
に
そ

の
内
容
が
書
か
れ
る
か
、
遺
産

分
割
協
議
で
決
め
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
配
偶
者
が
亡
く
な
っ
た
か
ら
と

い
っ
て
、
生
存
し
て
い
る
配
偶
者
に

自
動
的
に
配
偶
者
居
住
権
が
与
え
ら

れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

Q
５
　
配
偶
者
居
住
権
は
ど
の

よ
う
に
計
算
（
相
続
税
評

価
）
し
ま
す
か
？

A
　
下
の
算
式
で
計
算
さ
れ
ま

す
。

Q
６
　
配
偶
者
居
住
権
が
存
続

し
て
い
る
間
、
固
定
資
産

税
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う

に
な
り
ま
す
か
？

A
　
建
物
の
固
定
資
産
税
に
つ
い

て
は
、
建
物
の
所
有
者
が
納
税

義
務
者
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
配
偶

者
居
住
権
が
設
定
さ
れ
て
い
る
場
合

で
あ
っ
て
も
、
所
有
者
が
こ
れ
を
納

税
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
も
っ
と
も
、
配
偶
者
は
、
建
物
の

通
常
の
必
要
費
を
負
担
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
の
で
、
建
物
の
所
有
者

は
、
固
定
資
産
税
を
納
付
し
た
場
合

に
は
、
そ
の
分
を
配
偶
者
に
対
し
て

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

Q
７
　
令
和
二
年
度
税
制
改
正

で
は
、
配
偶
者
居
住
権
に

関
し
て
、
何
か
手
当
て
さ
れ
て
い
ま

す
か
？
A
　
配
偶
者
居
住
権
は
、
建
物
の

所
有
者
と
の
合
意
や
放
棄
に
よ

り
消
滅
等
す
る
場
合
が
あ
り
、
配
偶

者
が
そ
の
対
価
を
受
け
取
る
場
合
、

譲
渡
所
得
と
し
て
課
税
さ
れ
ま
す
。

そ
の
際
に
控
除
す
る
取
得
費
は
、
配

偶
者
居
住
権
の
目
的
と
な
っ
て
い
る

建
物
又
は
そ
の
建
物
の
敷
地
の
用
に

供
さ
れ
る
土
地
等
に
つ
い
て
そ
の
被

相
続
人
に
係
る
居
住
建
物
等
の
取
得

費
に
一
定
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し

た
金
額
か
ら
、
そ
の
配
偶
者
居
住
権

設
定
の
日
か
ら
消
滅
等
ま
で
の
期
間

に
係
る
減
価
の
額
を
控
除
し
た
金
額

と
さ
れ
ま
し
た
。

Q
８
　
今
年
三
月
に
配
偶
者
居

住
権
の
評
価
に
係
る
通
達

の
改
正
が
公
表
さ
れ
た
よ
う
で
す

が
、
ど
の
よ
う
な
内
容
で
す
か
？

A
　
お
お
よ
そ
、
次
の
よ
う
な
事

が
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

①
　
Q
5
の
算
式
に
お
け
る
「
経
過

年
数
」
は
配
偶
者
居
住
権
の
設
定

時
ま
で
の
年
数
を
い
い
ま
す
が
、

増
改
築
が
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ

っ
て
も
、
増
改
築
部
分
を
区
別
す

る
こ
と
な
く
、
新
築
時
か
ら
の
経

過
年
数
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

②
　
Q
5
の
算
式
に
お
け
る
「
法
定

利
率
」
に
つ
い
て
、
配
偶
者
居
住

権
が
設
定
さ
れ
た
時
に
お
け
る
民

法
第
四
〇
四
条
の
規
定
に
基
づ
く

利
率
を
い
い
、
算
式
中
の
「
存
続

年
数
」
の
元
と
な
る
「
配
偶
者
の

平
均
余
命
」
を
決
め
る
際
に
必
要

な
「
完
全
生
命
表
」（
厚
生
労
働

省
が
五
年
ご
と
に
作
成
）
は
、
配

偶
者
居
住
権
が
設
定
さ
れ
た
時
の

属
す
る
年
の
一
月
一
日
現
在
に
お

い
て
公
表
さ
れ
て
い
る
最
新
の
も

の
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

◇
　
国
税
庁
は
、「
配
偶
者
居
住
権

等
の
評
価
明
細
書
」
の
様
式
や
記

載
例
を
公
表
し
て
お
り
、
こ
こ
に

は
参
考
と
し
て
平
均
余
命
や
複
利

現
価
表
（
法
定
利
率
三
％
）
な
ど

が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

〈算式〉

居住建物の時価－居住建物の時価×

耐用年数－経過年数 －存続年数
×
存続年数に応
じた法定利率
による複利現
価率

耐用年数 － 経過年数 
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　令
和
二
年
四
月
一
日
よ
り
労
働
基

準
法
が
改
正
さ
れ
、
賃
金
を
請
求
で

き
る
期
間
（
消
滅
時
効
期
間
）
が
延

長
さ
れ
ま
し
た
。

　こ
れ
ま
で
二
年
と
さ
れ
て
い
た
賃

金
請
求
権
の
消
滅
時
効
期
間
は
、
五

年
（
当
分
の
間
は
三
年
。
注
①
）
と

な
り
ま
す
。
今
回
は
賃
金
請
求
権
の

消
滅
時
効
期
間
の
延
長
の
ほ
か
、
賃

金
台
帳
な
ど
の
記
録
の
保
存
期
間
お

よ
び
付
加
金
（
注
②
）
の
請
求
期
間

の
延
長
に
つ
い
て
も
併
せ
て
お
伝
え

い
た
し
ま
す
。

注
①

　消
滅
時
効
期
間
は
五
年
と
な

り
ま
し
た
が
、
経
過
措
置
と
し
て

当
分
の
間
は
三
年
と
さ
れ
ま
す

（
記
録
の
保
存
、
付
加
金
の
請
求

期
間
も
同
様
に
三
年
）。
な
お
、

当
記
事
に
お
い
て
は
当
分
の
間
適

用
さ
れ
る
「
三
年
」
を
延
長
後
の

期
間
と
し
て
表
示
し
ま
す
。

　②

　付
加
金
は
、
労
働
者
の
請
求

に
よ
り
裁
判
所
が
事
業
主
に
対
し

て
未
払
賃
金
等
に
加
え
て
支
払
を

命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
金
員
で
す
。

一
　
改
正
の
背
景

　民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に

よ
り
、
使
用
人
の
給
料
に
係
る
短
期

消
滅
時
効
が
廃
止
（
改
正
後
は
、
契

約
に
基
づ
く
債
権
の
消
滅
時
効
期
間

は
原
則
五
年
）
さ
れ
る
こ
と
等
を
踏

ま
え
、
労
働
基
準
法
に
お
け
る
賃
金

請
求
権
の
消
滅
時
効
期
間
等
は
五
年

に
延
長
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　た
だ
し
、
直
ち
に
長
期
間
の
消
滅

時
効
期
間
を
定
め
る
こ
と
は
、
労
使

の
関
係
を
不
安
定
化
す
る
お
そ
れ
が

あ
り
、
紛
争
の
早
期
解
決
・
未
然
防

止
と
い
う
賃
金
請
求
権
の
消
滅
時
効

が
果
た
す
役
割
へ
の
影
響
等
も
踏
ま

え
て
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る

た
め
、
当
分
の
間
の
経
過
措
置
と
し

て
三
年
と
さ
れ
ま
し
た
。

　書
類
の
保
存
期
間
お
よ
び
付
加
金

の
請
求
期
間
も
こ
れ
に
合
わ
せ
、
当

分
の
間
は
三
年
と
さ
れ
ま
し
た
。

二
　
賃
金
請
求
権

　労
働
基
準
法
上
の「
賃
金
」に
は
、

毎
月
支
払
わ
れ
る
賃
金
の
ほ
か
、
非

常
時
に
支
払
わ
れ
る
も
の
や
労
働
者

を
休
業
さ
せ
る
と
き
に
支
払
う
も
の

な
ど
も
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
以
下

の
も
の
が
消
滅
時
効
期
間
延
長
（
二

年
↓
三
年
）
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　ま
た
、
今
回
の
改
正
に
お
い
て
は

時
効
の
起
算
日
を
明
確
化
す
る
た
め

に
、「
賃
金
の
請
求
権
は
こ
れ
を
行

使
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
か
ら
」
と

起
算
日
に
つ
い
て
も
規
定
さ
れ
ま
し

た
（
同
法
一
一
五
条
）。
た
だ
し
、

取
り
扱
い
は
従
来
と
同
様
で
賃
金
支

払
に
お
い
て
は
支
払
期
日
が
起
算
点

で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

　な
お
、
退
職
手
当
の
消
滅
時
効
は

改
正
に
よ
る
変
更
は
な
く
、
従
来
通

り
五
年
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

①

　金
品
の
返
還
（
同
法
二
三
条
）

　従
業
員
の
死
亡
、
ま
た
は
退
職
し

た
場
合
に
、従
業
員
（
ま
た
は
遺
族
）

か
ら
請
求
が
あ
っ
た
場
合
は
、
七
日

以
内
に
賃
金
を
支
払
い
、
積
立
金
、

保
証
金
、
貯
蓄
金
、
そ
の
他
金
品
を

返
還
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　こ
れ
ら
の
う
ち
、「
賃
金
」
に
つ

い
て
の
消
滅
時
効
は
三
年
と
さ
れ
ま

し
た
。「
賃
金
」
以
外
は
従
来
通
り

二
年
で
す
。
各
種
請
求
権
の
時
効
の

う
ち
、
延
長
の
対
象
と
な
ら
な
い
も

の
は
後
述
し
ま
す
。

②

　賃
金
の
支
払
（
同
法
二
四
条
）

　賃
金
と
は
、
労
働
の
対
償
と
し
て

使
用
者
が
労
働
者
に
支
払
う
す
べ
て

の
も
の
を
い
い
、
次
の
五
原
則
が
定

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

a

　通
貨
で
、

b

　全
額
（
法
令
規
定
の
所
得
税
や

社
会
保
険
料
は
控
除
可
。
労
使
協

定
を
結
ぶ
こ
と
で
、
法
令
以
外
の

控
除
も
で
き
る
場
合
あ
り
）
を
、

c

　毎
月
一
回
以
上
、

d

　一
定
期
日
に
、

e

　直
接
支
払
う

　前
述
の
と
お
り
、
賃
金
の
支
払
日

（
d
の
一
定
期
日
）
を
起
算
点
と
し

て
消
滅
時
効
の
期
間
を
適
用
し
ま
す
。

③

　非
常
時
支
払
（
同
法
二
五
条
）

　労
働
者
が
出
産
、
疾
病
、
災
害
な

ど
非
常
の
場
合
の
費
用
に
充
て
る
た

め
に
請
求
す
る
場
合
、
支
払
期
日
前

で
あ
っ
て
も
、
既
往
の
労
働
に
対
す

る
賃
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

④

　休
業
手
当
（
同
法
二
六
条
）

　使
用
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に

よ
る
休
業
（
例
え
ば
、
店
舗
の
改
装

に
よ
る
休
業
、
工
場
の
生
産
調
整
に

よ
る
休
業
な
ど
）
の
場
合
、
使
用
者

は
休
業
期
間
中
の
労
働
者
に
平
均
賃

今
年
４
月
改
正

賃
金
を
請
求
で
き
る
期
間
等
の
延
長



7─７月号

金
の
六
割
以
上
を
支
払
わ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

⑤

　出
来
高
払
制
の
保
障
給
（
同
法

二
七
条
）

　労
働
の
成
果
や
出
来
高
に
応
じ
て

給
与
を
決
め
る
場
合
に
、
出
来
高
が

少
な
い
時
も
労
働
時
間
に
応
じ
一
定

額
の
賃
金
を
保
障
す
る
も
の
で
す
。

⑥

　時
間
外
・
休
日
労
働
等
に
対
す

る
割
増
賃
金
（
同
法
三
七
条
）

⑦

　年
次
有
給
休
暇
中
の
賃
金
（
同

法
三
九
条
）

⑧

　未
成
年
者
の
賃
金
（
同
法
五
九

条
）

三
　
記
録
の
保
存

　労
働
基
準
法
で
は
、
次
の
帳
簿
や

書
類
等
の
保
存
期
間
を
定
め
て
い
ま

す
。
記
録
の
保
存
期
間
は
、
こ
れ
ま

で
の
三
年
か
ら
五
年
に
延
長
さ
れ
ま

し
た
が
、
当
分
の
間
は
従
来
と
同
じ

く
三
年
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

①

　労
働
者
名
簿

　保
存
期
間
の
起
算
日
は
、
労
働
者

の
死
亡
、退
職
又
は
解
雇
の
日
で
す
。

②

　賃
金
台
帳

　保
存
期
間
の
起
算
日
は
、
最
後
の

記
入
を
し
た
日
で
す
。
た
だ
し
、
賃

金
台
帳
に
記
録
を
し
た
賃
金
の
支
払

日
が
、
記
録
を
し
た
日
よ
り
遅
い
場

合
は
、
支
払
期
日
が
記
録
の
保
存
期

間
の
起
算
日
と
さ
れ
ま
し
た
。
例
え

ば
、
六
月
に
支
払
う
賃
金
に
つ
い
て

六
月
二
十
日
に
賃
金
台
帳
に
記
録

し
、
そ
の
賃
金
を
六
月
二
十
五
日
に

支
払
う
と
き
は
、
六
月
二
十
五
日
を

起
算
日
と
し
て
三
年
間
保
存
し
ま
す
。

③

　雇
入
れ
に
関
す
る
書
類

　例
え
ば
、
雇
入
決
定
関
係
書
類
、

契
約
書
、
労
働
条
件
通
知
書
、
履
歴

書
、身
元
引
受
書
等
が
該
当
し
ま
す
。

　保
存
期
間
の
起
算
日
は
、
労
働
者

の
退
職
又
は
死
亡
の
日
で
す
。

④

　解
雇
に
関
す
る
書
類

　例
え
ば
、
解
雇
決
定
関
係
書
類
、

解
雇
予
告
除
外
認
定
関
係
書
類
、
予

告
手
当
ま
た
は
退
職
手
当
の
領
収
書

等
が
該
当
し
ま
す
。

　保
存
期
間
の
起
算
日
は
、
雇
入
れ

書
類
と
同
様
に
、
労
働
者
の
退
職
又

は
死
亡
の
日
で
す
。

⑤

　災
害
補
償
に
関
す
る
書
類

　例
え
ば
、診
断
書
、補
償
の
支
払
、

領
収
関
係
書
類
等
が
該
当
し
ま
す
。

　保
存
期
間
の
起
算
日
は
、
災
害
補

償
を
終
え
た
日
で
す
。

⑥

　賃
金
に
関
す
る
書
類

　例
え
ば
、
賃
金
決
定
関
係
書
類
等

が
該
当
し
ま
す
。
保
存
期
間
の
起
算

日
は
記
録
完
結
の
日
で
す
が
、
②
賃

金
台
帳
と
同
様
に
、
記
録
完
結
日
よ

り
支
払
期
日
が
遅
い
と
き
は
、
支
払

期
日
が
起
算
日
に
な
り
ま
す
。

⑦

　そ
の
他
労
働
関
係
に
関
す
る
重

要
な
書
類

　例
え
ば
、
出
勤
簿
、
タ
イ
ム
カ
ー

ド
等
の
記
録
、労
使
協
定
の
協
定
書
、

各
種
許
認
可
書
な
ど
労
働
時
間
の
記

録
に
関
す
る
書
類
（
使
用
者
自
ら
始

業
・
終
業
時
間
を
記
録
し
た
も
の
、

残
業
命
令
書
、
労
働
者
が
労
働
時
間

を
記
録
し
た
報
告
書
等
）、
退
職
関

係
書
類
、
休
職
・
出
向
関
係
書
類
、

裁
量
労
働
制
の
記
録
、
年
次
有
給
休

暇
管
理
簿
な
ど
が
該
当
し
ま
す
。

　記
録
の
保
存
期
間
の
起
算
日
は
、

そ
の
記
録
の
完
結
日
等
で
す
が
、
賃

金
に
関
す
る
も
の
（
例
え
ば
、
タ
イ

ム
カ
ー
ド
等
）
に
つ
い
て
は
記
録
完

結
と
賃
金
支
払
日
の
う
ち
遅
い
方
が

保
存
期
間
の
起
算
日
に
な
り
ま
す
。

四
　
付
加
金

　割
増
賃
金
の
不
払
い
な
ど
労
働
基

準
法
上
の
違
反
が
あ
っ
た
場
合
に
、

付
加
金
を
請
求
で
き
る
期
間
が
三
年

（
従
来
は
二
年
）
と
な
り
ま
す
。

　付
加
金
制
度
の
対
象
は
、
次
の
規

定
に
係
る
違
反
が
あ
っ
た
と
き
で
す
。

①

　解
雇
予
告
手
当（
同
法
二
〇
条
）

②

　休
業
手
当
（
同
法
二
六
条
）

③

　割
増
賃
金
（
同
法
三
七
条
）

④

　年
次
有
給
休
暇
中
の
賃
金
（
同

法
三
九
条
）

　新
し
い
請
求
期
間
は
、
違
反
時
期

が
施
行
日
（
令
和
二
年
四
月
一
日
）

以
降
で
あ
る
と
き
に
適
用
さ
れ
ま

す
。
し
た
が
っ
て
、
前
記
①
か
ら
④

の
手
当
等
の
支
払
い
が
就
業
規
則
等

で
定
め
ら
れ
た
日
に
支
払
わ
れ
な
か

っ
た
こ
と
が
施
行
日
前
に
生
じ
た
も

の
の
と
き
は
、
改
正
後
の
請
求
期
間

（
三
年
）
は
適
用
さ
れ
ず
、
従
来
の

請
求
期
間（
二
年
）が
適
用
さ
れ
ま
す
。

五
　
延
長
さ
れ
な
い
も
の

　今
般
の
改
正
に
よ
る
消
滅
時
効
期

間
の
変
更
が
行
わ
れ
て
い
な
い
も
の

は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

①

　災
害
補
償
の
請
求
権
（
二
年
）

　療
養
補
償
、
休
業
補
償
、
障
害
補

償
、
遺
族
補
償
、
葬
祭
料
、
分
割
補

償
が
該
当
し
ま
す
。

②

　そ
の
他
の
請
求
権
（
二
年
）

　帰
郷
旅
費
、
退
職
時
の
証
明
、
金

品
の
返
還
（「
賃
金
」
を
除
く
。
賃

金
の
消
滅
時
効
は
改
正
に
よ
り
三

年
）、
年
次
有
給
休
暇
請
求
権
が
該

当
し
ま
す
。

③

　退
職
手
当
（
五
年
）



　「クレド」とは、ラテン語で「信条」、「志」、
「信じる」などを意味する言葉で、カトリ
ック教会におけるミサの式文の一つである
「信仰宣言」を指す言葉でもあります（信仰
宣言は「私は信じる（＝クレド）」から始ま
るため）。
　これが現代のビジネス社会においては、
「企業経営において経営者や従業員が意思
決定や行動の拠り所にする基本方針（簡潔
かつ具体的な表現を用いる点、作成や改訂
に従業員が関与できる点、実務に直結する
点などが、経営理念や社訓などと異なる）」
（三省堂　大辞林　第三版より）という意
味で広く知られています。上記説明文の通
り、企業理念や社訓と似てはいますがより
具体的な内容を持ち、折々に経営者及び従
業員がとるべき行動の指針とするために確
認できるものです。
　さらには改訂が求められる時には経営者

のみならず従業員も主体的に策定に関わる
ことになり、より一層職務への誇りを高め
るものともなります。
　クレドは1943年、アメリカのジョンソ
ン・エンド・ジョンソンで初めて作られま
した。顧客、社員、地域社会、そして株主
という4つの利害関係者に対する責任を具
体的に明示したもので、1982年に同社製
品への毒物混入事件が起きた際、同社はこ
のクレドに沿って迅速で的確な行動をと
り、危機を乗り切ったそうです。このこと
からクレドに基づく経営効果が認められる
ようになり、その後多くの会社がクレドを
取り入れたそうです。
　クレドはその社内だけで共有するのみな
らず、ホームページ上に掲載されており、
誰でも閲覧することができます。クレドの
ビジネス活用で特に有名なのは先ほどのジ
ョンソン・エンド・ジョンソンとホテル経
営のザ・リッツ・カールトンで、しばしば
様々な媒体で紹介されています。

クレド（Credo）

　「タックスヘイブン」のことを『タックス
ヘブン（tax heaven＝税金天国）』と誤解し
ている人が多いですが、正しくはタックス
（TAX）「税金」のヘイブン（haven）「避難
所」、租税回避地という意味で、外国資本
及び外貨獲得の為に、意図的に税金を優遇
（無税または極めて低い税率）して、企業
や富裕層の資産を誘致している国や地域の
ことを一般的に指します。
　タックスヘイブンとされている国は、モ
ナコ公国やサンマリノ共和国が有名です。
他ではカリブ海地域のバミューダ諸島、バ
ハマ、バージン諸島、ケイマン諸島、中近
東ではドバイ（アラブ首長国連邦）やバー
レーンなども、タックスヘイブン政策を行
っています。アジア地域の香港やマカオ、
シンガポールなども、税率が極めて低いた
め、事実上タックスヘイブンにあたります。
　日本も優良企業や富裕層の流出を防ぐた
めに、対応して欲しいものです。

タックスヘイブン　
近
年
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み
削
減
の

必
要
性
が
叫
ば
れ
る
中
、
二
〇
二
〇

年
七
月
一
日
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
レ

ジ
袋
有
料
の
義
務
化
が
い
よ
い
よ
ス

タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
か
ね
て
か
ら
、

小
売
業
各
社
で
は
独
自
の
取
り
組
み

と
し
て
レ
ジ
袋
有
料
化
や
プ
ラ
ス
チ

ッ
ク
製
ス
ト
ロ
ー
使
用
の
削
減
な
ど

が
進
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、
経
済

産
業
省
・
環
境
省
発
表
の
先
行
事
例

に
よ
る
と
、
発
表
さ
れ
た
四
社
の
有

料
化
実
施
後
の
レ
ジ
袋
辞
退
率
が
、

一
番
低
い
と
こ
ろ
で
も
七
七
％
と
な

っ
て
い
ま
す
。

　
一
度
で
使
い
捨
て
ら
れ
る「
ワ
ン

ウ
ェ
イ
」の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
に

つ
い
て
は
、
今
や
世
界
的
な
問
題
と

な
っ
て
い
ま
す
。今
回
の
義
務
化
は
、

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
買
物
袋
を
扱
う
小

売
業
を
営
む
全
て
の
事
業
者
が
対
象

で
あ
り
、
消
費
者
も
ま
た
意
識
の
変

革
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

レ
ジ
袋
有
料
化
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